2026年度の事業計画書

2026年　1月　1日から　2026年　12月　31日まで

特定非営利活動法人京都伏見クラブ
１　実施事業の方針
関西広域リーグ、美浜カップ各大会を無事成功させ翌年度につなげる。
※JLCは昨年度をもって京都府ラグビー協会主幹となり運営の役目を終えました。
２　事業の実施に関する事項
(1)　特定非営利活動に係る事業
	事 業 名
(定款に記載した事業)
	具体的な事業内容
	(A)当該事業の
実施日時
(B)当該事業の
実施場所
(C)従事者の人数
	(D)受益対象者の範囲
(E)人数
	事業費の金額（単位：千円）

	ラグビースクール運営事業

	ラグビースクール運営
	（Ａ）毎週月・水・木・金・土・日2時間
（Ｂ）小栗栖宮山小学校グランド他
（Ｃ）12名
	（Ｄ）幼児～中学3年生
（Ｅ）140名
	1400

	活動場所支援事業
	美浜カップの運営
伏見カップの運営
ＪＬＣカップの運営
ドリームカップの運営
	（Ａ）通年
（Ｂ）福井・京都
（Ｃ）約20名
	（Ｄ）小学5年生～中学3年生
（Ｅ）約９００名
	6000

	協賛や寄付金を調達する活動
	ＨＰより広告による支援スポンサーを募集、また広く寄付金を募う
	（Ａ）通年随時
（Ｂ）当法人のＨＰ及びスクール開催地
（Ｃ）9名
	（Ｄ）スクール生及び指導員
（Ｅ）不特定多数
	0



(2)　その他の事業
	事 業 名
(定款に記載した事業)
	具体的な事業内容
	(A)当該事業の実施日時
(B)当該事業の実施場所
(C)従事者の人数
	事業費の金額（単位：千円）

	なし
	なし
	なし
	なし


（備考）
１　２は，(1)には特定非営利活動に係る事業，(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。
　２　２(2)には，定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの，当該事業年度にその他の事業を実施しなかった場合，「実施しなかった」と記載する。
